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東
京
都
計
量
受
託
検
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号

東
京
都
計
量
受
託
検
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
計
量
受
託
検
査
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
、
「係

」
を
「担

当

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
第
一
片
中
「係

」
を
「担

当

」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
片
中
「あ

て

」
を
「宛

」

に
、
「係

」
を
「担

当

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
計
量
受
託
検
査
条
例
施
行
規
則
の

様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
号

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
交
付
し
こ
れ
を
告
示
す
る
」
を
「
交
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
且
つ
」
を
「
か
つ
、
」
に
、
「
と
共
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条

削
除

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条

削
除

第
二
十
五
条
中
「
署
名
押
印
し
た
」
を
「
作
成
し
た
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
別
記
様
式
第

一
号
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
委
任
条
項
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
一
号

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
委
任
条
項
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
委
任
条
項
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
ユ
中
「
第
三
十
六
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
号
中
ホ
を
ト
と
し
、
ニ
を
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六

十
二
条
の
五
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ニ

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
、
規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
二
項
た
だ
し

書
及
び
規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
四
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
漏
れ
の
点
検
に
係
る
期
限
の
指
定

に
関
す
る
こ
と
。

第
三
号
中
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
定
期
点
検
に
係
る
期
限
の
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
九
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
無
帽
無
背
景
の
」
を
「
無
帽
（
申
請
者
が
宗
教

上
又
は
医
療
上
の
理
由
に
よ
り
顔
の
輪
郭
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
内
に
お
い
て
頭
部
を
布
等

で
覆
う
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
、
無
背
景
、
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
別
記
第
十
六
号

様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

東
京
都
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号

東
京
都
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
三
号

総

務

局

財

務

局

東

京

消

防

庁

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
訓
令
甲
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
第
一
号
中
ホ
を
ト
と
し
、
ニ
を
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
た
だ

し
書
」
を
「
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
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「
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ニ

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
、
規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
二
項
た
だ

し
書
及
び
規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
四
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
漏
れ
の
点
検
に
係
る
期
限
の

指
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
一
号
中
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
定
期
点
検
に
係
る
期
限
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
三
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
八
丈
循
環
線

二

指
定
す
る
区
間

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
千
百
六
十
一
番
二
地
先
か
ら
同
所
八
百
八
十
一
番
二
地

先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17297号）東 京 都 公 報令和3年3月18日（木曜日）７



令和3年3月18日（木曜日）東 京 都 公 報（第17297号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
四
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
環
状
三
号
線

二

指
定
す
る
区
間

江
東
区
枝
川
二
丁
目
三
番
一
地
先
か
ら
同
区

枝
川
一
丁
目
十
六
番
五
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
五
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
所
在
地
を
次
の
と
お
り

変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

変
更
前

変
更
後

岸
壁

中
央
防
波
堤

内
側
内
貿
ふ

頭
岸
壁
（
Ｘ

４
）

延
長
二
三
〇
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル
水
深

Ａ
．
Ｐ
．
㈠
九
・

〇
メ
ー
ト
ル

江
東
区
青

海
三
丁
目

地
先
中
央

防
波
堤
内

側

江
東
区
海

の
森
二
丁

目
一
番

同
右

中
央
防
波
堤

内
側
内
貿
ふ

頭
岸
壁
（
Ｘ

５
）

同
右

同
右

同
右

桟
橋

中
央
防
波
堤

内
側
ば
ら
物

ふ
頭
桟
橋

延
長
二
四
〇
・
〇

メ
ー
ト
ル
水
深
Ａ

．
Ｐ
．
㈠
一
二
・

〇
メ
ー
ト
ル

江
東
区
青

海
三
丁
目

地
先

江
東
区
海

の
森
一
丁

目
二
番
地

先

同
右

中
央
防
波
堤

内
側
建
設
発

生
土
ふ
頭
桟

橋

延
長
一
三
〇
・
〇

メ
ー
ト
ル
、
水
深

Ａ
．
Ｐ
．
㈠
七
・

五
メ
ー
ト
ル

同
右

同
区
海
の

森
三
丁
目

一
番
地
先

同
右

中
央
防
波
堤

外
側
ふ
頭
桟

橋
（
Ｙ
１
）

延
長
二
三
〇
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル
水
深

Ａ
．
Ｐ
．
㈠
一
一

・
〇
メ
ー
ト
ル

江
東
区
青

海
三
丁
目

地
先

大
田
区
令

和
島
一
丁

目
一
番
地

先

同
右

中
央
防
波
堤

外
側
ふ
頭
桟

橋
（
Ｙ
２
）

延
長
四
〇
〇
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル
水
深

Ａ
．
Ｐ
．
㈠
一
六

・
〇
メ
ー
ト
ル

同
右

同
区
令
和

島
一
丁
目

二
番
地
先

港
湾

施
設

用
地

中
央
防
波
堤

外
側
地
区
港

湾
施
設
用
地

二
五
一
、
七
〇
六

・
九
九
平
方
メ
ー

ト
ル

同
右

同
区
令
和

島
一
丁
目
、

同
区
令
和

島
二
丁
目
、

江
東
区
海

の
森
二
丁

目
地
先
及

び
同
区
海

の
森
三
丁

目
地
先

冷
蔵

コ
ン

テ
ナ

用
荷

役
施

設

中
央
防
波
堤

内
側
内
貿
ふ

頭
冷
蔵
コ
ン

テ
ナ
用
荷
役

施
設

二
〇

江
東
区
青

海
三
丁
目

地
先
中
央

防
波
堤
内

側

江
東
区
海

の
森
二
丁

目
一
番

清
掃

施
設

中
央
防
波
堤

内
側
ば
ら
物

用
清
掃
車

一
台

同
区
青
海

三
丁
目
地

先

同
区
海
の

森
一
丁
目

二
番

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
六
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
所
在
地
を
次
の
と
お
り

変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

構
造

能
力

所
在
地

変
更
前

変
更
後

荷
役

機
械

中
央
防
波

堤
内
側
ば

ら
物
用
走

行
式
起
重

機
一
号

一
台

ダ
ブ
ル
リ

ン
ク
式
水

平
引
込
ア

ン
ロ
ー
ダ

ー

揚
力

一
二

・
五

ト
ン

江
東
区

青
海
三

丁
目
地

先

江
東
区

海
の
森

一
丁
目

二
番

同
右

中
央
防
波

堤
内
側
ば

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

ら
物
用
走

行
式
起
重

機
二
号

同
右

中
央
防
波

堤
内
側
ば

ら
物
用
ベ

ル
ト
コ
ン

ベ
ア
ー

同
右

延
長
四
四

一
メ
ー
ト

ル

毎
時

一
、

二
〇

〇
ト

ン

同
右

同
右

自
動

車
は

か
り

中
央
防
波

堤
内
側
ば

ら
物
用
自

動
車
は
か

り
一
号

同
右

－

ひ
ょ

う
量

四
〇

ト
ン

同
右

同
右

同
右

中
央
防
波

堤
内
側
ば

ら
物
用
自

動
車
は
か

り
二
号

同
右

－

同
右

同
右

同
右

散
水

施
設

中
央
防
波

堤
内
側
ば

ら
物
用
散

水
車
一
号

同
右

二
〇
ト
ン

シ
ャ
ー
シ

ー
・
キ
ャ

ブ
オ
ー
バ

ー
型

八
、

四
〇

〇
リ

ッ
ト

ル

同
右

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
七
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
所
在
地
を
次
の
と
お
り

変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規
模

構
造

所
在
地

変
更
前

変
更
後

上
屋

中
央
防

波
堤
内

ば
ら

物
上

九
六
〇
・

〇
〇
平
方

鉄
骨
造

り
平
屋

江
東
区

青
海
三

江
東
区

海
の
森
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側
ば
ら

物
一
号

上
屋

屋

メ
ー
ト
ル

建
て

丁
目
地

先

一
丁
目

二
番

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
二
号

上
屋

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
三
号

上
屋

同
右

四
九
八
・

〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

鋼
管
鉄

骨
造
り

Ｐ
Ｖ
Ｃ

ポ
リ
エ

ス
テ
ル

布
張

同
右

同
右

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
四
号

上
屋

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
五
号

上
屋

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

野
積

場

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
Ａ
野

積
場

ば
ら

物
野

積
場

一
一
、
一

四
七
・
〇

〇
平
方
メ

ー
ト
ル

－

同
右

同
右

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
Ｂ
野

積
場

同
右

七
、
七
九

一
・
〇
〇

平
方
メ
ー

ト
ル

－

同
右

同
右

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
Ｃ
野

同
右

五
、
六
〇

〇
・
〇
〇

平
方
メ
ー

ト
ル

－

同
右

同
右

積
場

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
Ｄ
野

積
場

同
右

四
、
八
〇

〇
・
〇
〇

平
方
メ
ー

ト
ル

－

同
右

同
右

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
内
貿

ふ
頭
野

積
場

一
級

一
二
、
八

九
一
平
方

メ
ー
ト
ル

－

江
東
区

青
海
三

丁
目
地

先
中
央

防
波
堤

内
側

江
東
区

海
の
森

二
丁
目

一
番

荷
役

連
絡

所

中
央
防

波
堤
内

側
ば
ら

物
ふ
頭

荷
役
連

絡
所

同
右

一
、
〇
一

四
・
四
〇

平
方
メ
ー

ト
ル

鉄
骨
造

り
二
階

建
て

同
区
青

海
三
丁

目
地
先

同
区
海

の
森
一

丁
目
二

番
二
号

同
右

中
央
防

波
堤
内

側
内
貿

ふ
頭
荷

役
連
絡

所

同
右

四
九
三
・

七
一
平
方

メ
ー
ト
ル

鉄
骨
造

二
階
建

同
区
青

海
三
丁

目
地
先

中
央
防

波
堤
内

側

同
区
海

の
森
二

丁
目
一

番
二
十

九
号

港
湾

労
働

者
用

厚
生

施
設

港
湾
労

働
者
中

央
防
波

堤
内
側

内
貿
ふ

頭
荷
役

連
絡
所

休
憩
所

－

一
四
四
・

六
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

同
右

同
右

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
八
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
所
在
地
を
次
の
と
お
り

変
更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

区
間
（
所
在
地
）

変
更
前

変
更
後

延
長

面
積

臨
港

道
路

中
防
内

一
号
線

江
東
区
青

海
三
丁
目

地
先

江
東
区
海

の
森
二
丁

目
地
内

七
四
一
・

五
〇
メ
ー

ト
ル

一
八
、
五

三
七
・
五

〇
平
方
メ

ー
ト
ル

同
右

中
防
内

四
号
線

同
右

同
右

三
六
五
・

五
〇
メ
ー

ト
ル

九
、
五
〇

一
・
〇
三

平
方
メ
ー

ト
ル

同
右

中
防
外

一
号
線

同
右

大
田
区
令

和
島
二
丁

目
地
内

八
八
〇
・

一
〇
メ
ー

ト
ル

五
二
、
八

〇
六
・
一

三
平
方
メ

ー
ト
ル

同
右

中
防
外

三
号
線

大
田
区
城

南
島
四
丁

目
地
先
中

央
防
波
堤

外
側
埋
立

地
内
か
ら

江
東
区
海

の
森
三
丁

目
地
先
中

央
防
波
堤

外
側
埋
立

地
内
ま
で

同
区
令
和

島
二
丁
目

地
内
か
ら

江
東
区
海

の
森
三
丁

目
地
先
中

央
防
波
堤

外
側
埋
立

地
内
ま
で

五
六
四
・

一
四
メ
ー

ト
ル

七
、
七
四

五
・
〇
二

平
方
メ
ー

ト
ル

同
右

青
海
縦

貫
線

同
区
青
海

一
丁
目
か

ら
同
区
青

海
三
丁
目

地
先
ま
で

同
区
青
海

一
丁
目
地

内
か
ら
同

区
海
の
森

二
丁
目
地

内
ま
で

三
、
二
四

八
・
〇
一

メ
ー
ト
ル

二
〇
三
、

四
八
三
・

四
四
平
方

メ
ー
ト
ル
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
九
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
港
道
路
の
占
用
を
制

限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
港
湾
局
港
湾
経
営
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

臨
港
道
路

路
線
名

占
用
を
制
限
す
る
区
域

有
明
ふ
頭

連
絡
線

江
東
区
有
明
三
丁
目
地
内
か
ら
同
区
有
明
四
丁

目
地
内
ま
で

中
防
内
五

号
線

江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
先
中
央
防
波
堤
外
側

埋
立
地
内
か
ら
同
区
海
の
森
三
丁
目
地
内
ま
で

中
防
外
三

号
線

大
田
区
令
和
島
二
丁
目
地
内
か
ら
江
東
区
海
の

森
三
丁
目
地
先
中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
地
内
ま

で

中
防
外
五

号
線

江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
先
中
央
防
波
堤
外
側

埋
立
地
内

南
北
線

江
東
区
有
明
四
丁
目
地
内
か
ら
同
区
海
の
森
三

丁
目
地
内
ま
で

中
防
内
三

号
線

江
東
区
海
の
森
二
丁
目
地
内

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
三
年
三
月
十
九
日

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
明
治
神
宮
宝
物
殿
分
館
明
治
神
宮
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
を
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

宗
教
法
人

明
治
神
宮

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
一
番
一
号

二

施
設
の
名
称

明
治
神
宮
宝
物
殿
分
館
明
治
神
宮

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

三

施
設
の
所
在
地

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
一
番
一
号

四

指
定
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
八
日

五

指
定
番
号

第
十
号

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

東
京
都
選
挙
執
行
規
程
（
平
成
十
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

告
示
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

目
次
中

「
第
一
節

削
除

第
二
節

海
区
漁
業
調
整
員
会
委
員
選
挙

第
三
節

解
散
、
解
職
等
の
請
求

第
一
款

地
方
自
治
法
に
よ
る
解
職
及
び
解
散
の
請
求

第
二
款

海
区
漁
業
調
整
員
会
委
員
の
解
職
請
求

第
四
節

住
民
投
票

第
五
節

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

」
を

「
第
一
節

解
散
、
解
職
等
の
請
求

第
二
節

住
民
投
票

第
三
節

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
一
節
及
び
第
二
節
を
削
る
。

第
三
章
第
三
節
中
「
第
一
款

地
方
自
治
法
に
よ
る
解
散
及
び
解

職
の
請
求
」
を
削
り
、
第
百
条
を
第
九
十
六
条
と
し
、
第
百
一
条
か

ら
第
百
五
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
章
第
三
節
第
二
款
を
削
り
、
同
節
を
同
章
第
一
節
と
す
る
。

第
三
章
第
四
節
中
第
百
七
条
を
第
百
二
条
と
し
、
第
百
八
条
を
第

百
三
条
と
し
、
同
節
を
同
章
第
二
節
と
す
る
。

第
三
章
第
五
節
中
第
百
九
条
を
第
百
四
条
と
し
、
第
百
十
条
か
ら

第
百
十
四
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
節
を
同
章
第
三
節
と

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

年
月

日
現
在
調
製

選
挙

人
名

簿

を

年
月

日
現
在
調
製

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿

」

「

年
月

日
現
在
調
製

選
挙

人
名

簿

」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

登
録
人
員
数
は
、
投
票
区
別
に
起
案
し
、
備
考
欄
に
投
票

区
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

別
記
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
か
ら
第
七
号

様
式
の
四
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

３
候
補
者
本
人
又
は
推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に

あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の

者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示

又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
又
は
推

薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
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「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

３
候
補
者
本
人
又
は
推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に

あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の

者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示

又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
又
は
推

薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

３
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書

類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

３
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は

提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

４
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書

類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に

あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
三
十
八
号
様
式
及
び
第
三
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
「（

漁
業
法
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書

類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

注
意１

学
校
又
は
公
会
堂
等
で
独
立
し
た
２
以
上
の
施
設
（
講
堂
、

ホ
ー
ル
、
集
会
室
等
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
一
の

施
設
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は

提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。


